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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和2年9月3日(2020.9.3)

【公開番号】特開2018-28910(P2018-28910A)
【公開日】平成30年2月22日(2018.2.22)
【年通号数】公開・登録公報2018-007
【出願番号】特願2017-156564(P2017-156564)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  11/10     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  11/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   11/10     ６２４　
   Ｇ０６Ｆ   11/14     ６０２Ｍ
   Ｇ０６Ｆ   11/10     ６７６　

【手続補正書】
【提出日】令和2年7月21日(2020.7.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
メモリチャネル当たり１つのＥＣＣチップを含むことにより削減したＥＣＣチップオーバ
ーヘッドを使用する間、又は削減した内部プリフェッチの大きさを使用する間、ＤＲＡＭ
（ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎｄｏｍ－ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ　ｍｏｄｕｌｅ、ダイナ
ミックＲＡＭモジュール）の支援によってメモリコントローラにチップ故障を識別するよ
うにすることにより、ＤＤＲ（ｄｏｕｂｌｅ　ｄａｔａ　ｒａｔｅ）インタフェイスを利
用した前記ＤＲＡＭのメモリエラーを訂正する方法において、
前記ＤＲＡＭのデータチップ（複数）から前記メモリコントローラへデータを送るために
多重のバーストを含むメモリ処理（ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ）を前記メモリコントローラ
と共に遂行する段階と、
前記ＤＲＡＭの前記ＥＣＣチップを利用して１つ以上のエラーを感知する段階と、
前記ＤＲＡＭの前記ＥＣＣチップを利用して前記エラーを有する前記バーストの数を決定
する段階と、
前記エラーを有する前記バーストの数が所定の閾値（ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ　ｎｕｍｂｅｒ
）より大きいか否かを決定する段階と、
前記エラーの種類を決定する段階と、
前記決定された前記エラーの種類に基づいて前記メモリコントローラを指示する段階と、
を含み、
前記ＤＲＡＭは、メモリチャネル当たり１つのＥＣＣチップを含むことを特徴とする方法
。
【請求項２】
前記ＤＲＡＭの前記ＥＣＣチップを利用して前記１つ以上のエラーを感知する段階は、
前記ＥＣＣチップを利用して前記バーストの各々についてパリティチェック（ｐａｒｉｔ
ｙ　ｃｈｅｃｋ）を遂行する段階を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記エラーを有する前記バーストの数が前記閾値より大きくなければ、前記ＤＲＡＭから
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メモリ読出しを再トライするように前記メモリコントローラを指示する段階をさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記メモリコントローラが前記メモリ読出しを再トライすれば、追加的なエラーを感知す
る段階と、
前記追加的なエラーが前記感知された１つ以上のエラーと同一のエラーパターンを有する
か否かを決定する段階と、をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記追加的なエラーが前記感知された１つ以上のエラーと異なるエラーパターンを有する
と決定されれば、前記ＤＲＡＭからメモリ読出しを再び再トライするように前記メモリコ
ントローラを指示する段階をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
前記追加的なエラーが前記感知された１つ以上のエラーと同一のエラーパターンを有する
と決定されれば、ハードエラー（ｈａｒｄ　ｅｒｒｏｒ）を識別する段階と、
エラー訂正において前記ＤＲＡＭを支援するように前記メモリコントローラを指示する段
階と、
前記エラーのアドレス（ａｄｄｒｅｓｓ）を記録する段階をさらに含むことを特徴とする
請求項４に記載の方法。
【請求項７】
前記エラーを有する前記バーストの数が前記閾値より大きければ、前記１つ以上のエラー
が同一のチップの同一のピンに対応するか否かを決定する段階をさらに含むことを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項８】
前記１つ以上のエラーが前記ＤＲＡＭの同一のチップの同一のピンに対応すると決定され
れば、前記エラーは、ＤＱ故障（ＤＱ　ｆａｉｌｕｒｅ）に対応すると決定する段階と、
前記１つ以上のエラーが前記同一のチップの前記同一のピンに対応しないと決定されれば
、前記１つ以上のエラーは、チップ故障（ｃｈｉｐ　ｆａｉｌｕｒｅ）に対応すると決定
する段階と、をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
前記メモリコントローラを指示する段階は、
前記１つ以上のエラーが前記ＤＱ故障又は前記チップ故障に対応すれば、チップキル感知
（ｃｈｉｐｋｉｌｌ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）を支援するようにメモリコントローラを指示
する段階を含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
前記エラーを有する前記バーストの数が前記閾値より大きければ、前記１つ以上のエラー
が前記ＤＲＡＭの１つより多いチップに対応するか否かを決定する段階と、
前記１つ以上のエラーが前記ＤＲＡＭの同一のチップに対応すると決定されれば、前記Ｄ
ＲＡＭの該当チップは、消去されたことと表示する段階と、
前記１つ以上のエラーが前記ＤＲＡＭの１つより多いチップに対応すると決定されれば、
致命的なエラー（ｆａｔａｌ　ｅｒｒｏｒ）を識別する段階と、をさらに含むことを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
前記エラーを有する前記バーストの数が前記閾値より大きければ、前記ＤＲＡＭの他のチ
ップが以前に消去されたか否かを決定する段階と、
前記ＤＲＡＭの前記他のチップが以前に消去されたら、致命的なエラーを識別する段階と
、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本開示の実施形態の様相は、エラーを訂正するためにＤＲＡＭ（ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａ
ｎｄｏｍ－ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ　ｍｏｄｕｌｅ、ダイナミックＲＡＭモジュール
）内ＥＣＣを利用する新しいＤＤＲインタフェイスに係る。
本発明の実施形態によれば、メモリチャネル当たり１つのＥＣＣチップを含むことにより
削減したＥＣＣチップオーバーヘッドを使用する間、又は削減した内部プリフェッチの大
きさを使用する間、ＤＲＡＭ（ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎｄｏｍ－ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏ
ｒｙ　ｍｏｄｕｌｅ、ダイナミックＲＡＭモジュール）の支援によってメモリコントロー
ラにチップ故障を識別するようにすることにより、ＤＤＲ（ｄｏｕｂｌｅ　ｄａｔａ　ｒ
ａｔｅ）インタフェイスを利用した前記ＤＲＡＭのメモリエラーを訂正する方法が提供さ
れる。該方法は前記ＤＲＡＭのデータチップ（複数）から前記メモリコントローラへデー
タを送るために多重バーストを含むメモリ処理（ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ）を前記メモリ
コントローラと共に遂行する段階、前記ＤＲＡＭの前記ＥＣＣチップ（単数）を利用して
１つ以上のエラーを感知する段階、前記ＤＲＡＭの前記ＥＣＣチップを利用して前記エラ
ーを有する前記バーストの数を決定する段階、前記エラーを有する前記バーストの数が所
定の閾値（ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ　ｎｕｍｂｅｒ）より大きいか否かを決定する段階、前記
エラーの種類を決定する段階、及び前記決定された前記エラーの種類に基づいて前記メモ
リコントローラを指示する段階を含み、前記ＤＲＡＭはメモリチャネル当たり１つのＥＣ
Ｃチップを含む。
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